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8 「実験動物技術」投稿要綱 

（2021 年 3 月 20 日改正） 
1. 投稿論文は実験動物に関する知識や技術の発展に寄与する以下に分類される未発表の

論文とする。 
1) 原著（Full paper）独創性に富み，目的，結論等が明確なもの。 
2) 短報（Brief note）断片的な研究であっても，価値のある新しい知見を含むもの。 
3) 総説（Review）特定の主題について著書の視野に基づいて体系的にまとめたもの。 
4) 資料（Reference）知識・技術等を調査取りまとめたもので研究，技術に参考となる

もの。 
2. 投稿する著者は，筆頭が日本実験動物技術者協会の個人会員か否かを問わないが、個人

会員、一般の非会員および学生の非会員に分け、その条件と料金を定める。但し，本協

会編集部から依頼された原稿についてはこの限りではない。 
3. 投稿原稿は審査員により査読を行い掲載の可否を判断する。 
4. 投稿原稿は原則として，一般的なアプリケーションソフトを利用した電子データとして

以下に述べる  ファイルに分けて提出する。その際，用紙サイズは原則 A4      版と

する。 
1) 論文本体(表紙から参考文献までのテキストを含むファイル)はマイクロソフト社の

Word での作  成が望ましい。 
2) 図はマイクロソフト社の PowerPoint, Word, Excel や JPEG, TIFF 等を用いぼやけ

た画像や小さい画像を提出することは避ける。 
3) 表はマイクロソフト社の Excel や Word 等を使用し作成する。 
4) 字体は標準的なフォントである MS 明朝や Times New Roman 等を用いる。 

5. 論文の提出は CD に収めて郵送で提出するか，電子メールにファイルを添付して提出す

る。提出時は以  下の内容を明記したテキストファイルを paper.txt のファイル名で添

付する。添付資料１の記載例を参考  にする。 
1) 論文表題 
2) 筆頭著者（first author）氏名と責任著者（corresponding author）氏名 
① 筆頭著者の氏名を記載する。 
② 責任著者が筆頭著者以外にいる場合は氏名を記載する。 

i) 筆頭著者は通常，その論文の内容を十分理解し査読時に，共著者への同意，修正

や回答を行う責任著者を担う。 
ii) 筆頭著者以外に，論文執筆について責任著者を定める場合は，責任著者がわかる

ように記載する。 
3) 筆頭著者名と責任著者連絡先 
① 所属機関名，連絡先住所および電話番号を明記する。なお，E メールアドレス等の
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連絡手段があれば記載する。 
4) 送付するファイル名と使用したアプリケーションソフト名 

6. 審査員の審査が終了し，最終的に論文が受理された時点で入稿用のデータを改めて提出

する。 
7. 原稿は，表題，図表，写真，参考文献を含めて， 刷り上り頁数が 8 頁以内とし，超過

分については著者が実費を負担する。 
8. 論文の原稿の構成は以下とする。 

1) 第 1 頁に和文で論文の種類（原著，短報，総説，資料）表題，著者名，所属機関，

所在地（郵便番号とも），電子メールアドレスを明記する。 
2) 第 2 頁に英文で論文の種類（Full paper, Brief note, Review, Reference），表題，著

者名，所属機関，所在地（郵便番号とも）），電子メールアドレス，英文要約およびキ

ーワード(アルファベット順，5 語以内)を明記する。 
3) 第 3 頁以降の記述の順は，原著論文は和文要約，序文， 材料・方法，結果，考察，

謝辞および文献とするが，短報，総説および資料はこの限りではない。 
9. 文の書き出し及び段落を改行した場合は 1 字あけて書き出す。 
10. 漢字は出来るだけ当用漢字の範囲内にとどめる。動物と植物の和名は原則としてカタ

カナ表記とし，動物，植物，微生物などの学名は斜体あるいは下線を引いて標記する。 
11. 外国の地名，人名等は原語または英語綴りで記載し，固有名詞は最初の文字以外は小

文字とする。 
12. 数字はアラビア数字とし，度量衡の記号は原則として SI 単位を用いる。 

例 m, mm, µm, nm, l, ml, µl, kg, g, mg, µg, ng, pg, h, min, s, °C, rpm, Hz, Bz, %, 
ppm, pH, J, lx, and, dB).等 

13. 略号を使用する場合は論文内に初めて使用するときに完全な語句を記載し，そのあと

に略語を括弧内  に記載する。なお，メートル法単位および以下の略号はその限りでは

ない。 
CD, cDNA, DNA, ELISA, Ig, IL, ip, mRNA, no., PBS, PCR, RTPCR, RNA, SPF, 
SD, SE, SEM. 

14. 論文に記載された研究で動物実験を実施した場合は動物福祉や動物倫理に十分な配慮

が取られている必要があり，以下の点について論文内に明記する。なお、原著論文は材

料・方法の項目に記載する。 
1) それぞれの機関のガイドラインに従って実施し，機関の動物実験委員会で審査したこ

とを示す（委員会の承認番号等）。 
2) 上記が難しい場合は動物福祉および倫理に十分に配慮したことを明記する。 

15. 引用文献は，本文中の引用箇所の肩に引用順に文献番号を付け，本文の末尾に引用し

た順に並べる。 
1) 雑誌の場合 
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著者名, (発行年), 表題, 雑誌名，巻，開始頁-最終頁. 
例) 齋藤宗雄, 今井都奏, 橋本春夫, (2017), ビニールアイソレータの圧力変化を応用

した空気漏洩の簡便な検査法の確立,  実験動物技術, 51, 41-46. 
2) 単行本の場合 

著者名, (発行年), 書名，版, 開始頁-最終頁，発行所，発行地. 
例) 笠井一弘(2007), アニマルマネジメント  動物管理・実験技術と最新ガイドライン,  

第 1 版,  225-227,  株式会社アドスリー,  東京. 
3) 電子資料の場合 

発信機関名, ウエブページの名前, ウエブサイト名称, URL, (引用年月日 month day, 
year). 

例) 日本学術会議. 日本学術会議, 年次報告・外部評価書, 
 http://www.scj.go.jp/ja/scj/nenji_hyoka/index.html (April 14, 2017). 

16. 図，表ならびに写真はそのまま製版できるようにし，   本文中にその挿入箇所を明記

する。なお，図表ならびに写真には必ず番号を記載する。表題，説明文及び単語等は，

原則的に英語表記とする。 
17. 受理され入稿の際，写真は解像度によって印画紙に焼き付けたものの提出を求めるこ

とがある。カラー掲載は著者の実費負担とする。 
18. 著者校正は原則として初校のみとし，その際新たな追加，変更は認めない。それ以降

は編集者の責任校正とする。 
19. 本誌に掲載されている記事の著作権は日本実験動物技術者協会に帰属する。出版に際

して実験動物  技術者協会から発行される著作権に関する承諾書（添付資料 2）に必要

事項を記載し論文採択後に原稿とともに提出する。 
20. 論文掲載料は論文 1 編あたり別表４に定めるとおりとする。 

21. 別刷り料金は別表５に定めるとおりとする。筆頭が非会員（一般・学生）の場合は、

その 1.5 倍の料金とする。必要部数は初校の際に明記する。 

22. 本誌の発行は 6 月と 12 月の年 2 回とする。 

23. 原稿の送付および投稿に関する照会は下記宛とする。 

〒 164-0003 東京都中野区東中野 4-27-37 

株式会社アドスリー内 

日本実験動物技術者協会 編集部事務局 TEL（FAX）03-3363-7223 
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別表４「実験動物技術」論文投稿の条件と料金表（2021 年 3月 20日現在） 

 

別表５「実験動物技術」別刷作成料金表（2017 年 10 月現在） 

 

部数 表紙付 表紙無 部数 表紙付 表紙無 

50 15,100 円 3,625円 300 32,090 円 19,250 円 

100 18,330 6,750 350 35,635 22,375 

150 21,770 9,875 400 39,600 25,500 

200 25,420 13,000 450 42,410 28,625 

250 28,965 16,125 500 46,375 31,750 

※表は筆頭が個人会員の場合の料金である。非会員（一般・学生）の場合は表の 1.5倍の

料金とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  種別 機関誌投稿の条件 機関誌掲載料 

個人会員 
一般 筆頭投稿可能 10,000 円 

学生 筆頭投稿可能 10,000 円 

非会員 
一般 筆頭投稿可能（但し責任著者は個人会員に限る） 50,000 円 

学生 筆頭投稿可能（但し責任著者は個人会員に限る） 15,000 円 



37 
 

9 旅費細則 

（目的） 
第１条 この規程は、一般社団法人日本実験動物技術者協会における旅費の支払いに関し、

必要な事項を定める。 
（種類） 
第２条 旅費は、交通費・宿泊費とする。 

２． 旅費は、その用務により本部または支部から支給される。 
（支給条件） 
第３条 次の活動（用務）に際し旅費を支給する。 

(1) 理事会、支部役員会 
(2) 理事長が協会運営のために理事及び監事等を招集して行う会議 
(3) 部局、委員会、ワーキンググループ 
(4) その他の理事会が承認した事業 
(5) 支部役員会が承認した事業 

２． 全国または支部総会の開催にあわせて計画された協会活動に対しては、旅費は支

給されない。ただし、用務の責任者が承認した場合は、この限りではない。 
（支給） 
第４条 旅費は最も経済的な通常の公共交通機関による経路および方法により旅行する場

合の計算により支給される。 
(1) 勤務先または自宅と用務地との最短区間の往復運賃を支給する。急行あるいは特

別急行（新幹線を含む）、航空機および船舶を利用する場合は、その妥当性を確認

すること。 
(2) 支給を受ける者は、必要経費をあらかじめ会計担当（本部，支部，大会等の用務

における会計担当）に連絡する。なお、経済的かつ通常の経路及び方法を選択する。 
(3) 支給を受ける際には、その額を証明する書類（別紙 1 の様式に従う）を提出しな

ければならない。急行あるいは特別急行（新幹線を含む）、航空機および船舶を利

用した場合は，領収書を添付することにより支給される。 
(4) 片道 50ｋｍ以上の旅程になる場合は急行料金を、片道 100ｋｍ以上の旅程にな

る場合は特別急行料金（新幹線を含む）を支給できる。 
(5) 遠隔地からは航空機を利用でき、航空運賃は現に支払った額による。 
(6) 宿泊が必要な場合は、原則的に宿泊を含むパック旅行を利用し、パック旅行料金

は現に支払った額による。パック旅行を利用できない場合は、一泊 10,000 円を上

限として実費を支給する。また、「食事込み料金」の設定しかない場合を除いて、

支給額は「素泊まり」料金とする。 
(7) 自家用車を用いる場合、1km あたり 20 円（5km 単位の支給とする）とし、駐車
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場料金および高速道路利用料金はその領収書または利用証明書をもって実費を支

給する。 
(8) 用務の当日早朝に出発地を出ても用務時間に間に合わない場合、また用務終了後

妥当な時間に帰着地に着かない場合は、前泊及び後泊の費用を支給することがで

きる。 
(9) 旅費の支給を受けることができる者がその出発前にやむを得ない事由により協

会活動を取り止めた場合は、旅費を支給しない。但し、当該活動のために既に支出

した金額がある場合には、当該金額を旅費として支給することができる。 
第５条 やむを得ない事由により経路、方法および支給方法が第４条に合致しない場合は、

その用務の責任者が対応を決定する。 
第６条 非会員に対して旅費支給の必要が生じた場合は、その用務の責任者が決定する。旅

費の算出は第４条に準じる。 
第７条 旅費精算の方法、書式、その他必要な事項は、その用務の責任者が定める。 
（改廃） 
第８条 この細則の改廃は、理事会の議決による。 
 
附 則 
１ この細則は令和２年２月１５日より施行する。 
 
別紙 1  

 

一般社団法人日本実験動物技術者協会

　****提出先責任者****　殿　 申請日

所属先

所属先住所

自宅住所

氏　　名

以下の通り請求します。

〈交通費〉

日付 金額

～

～

～

～

～

～

～

～

合計 -¥                                       

〈宿泊費〉

日付 金額

合計 -¥                                       

総計 -¥                                       

日　付

所　属

署　名

交 通 費 精 算 書

利用交通機関 区間

　　　年　　　　　　　　月　　　　　　　　日

（********用務********）

備考

領　収　証

上記費用を正に領収しました。

　　　　　　　年　 　  　　月　　  　　日

泊数宿泊先
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10 謝金支給細則 

（目的） 
第１条 この規程は、一般社団法人日本実験動物技術者協会における謝金の支払いに関し、

必要な事項を定める。 
（支給条件） 
第２条 謝金は、本協会の活動（用務）に際して業務依頼した相手に対し、本規程に従い謝

金を支給することができる。 
（支給対象業務） 
第３条 謝金の支給対象とする業務は、次のとおりとする。 

(1) 全国総会の開催に合わせて行う学術集会（定期学術集会）における講演 
(2) 定期学術集会以外の学術集会（その他の学術集会）における講演 
(3) 講習会、研修会、セミナー等における講義 
(4) 講習会、研修会等における実技指導 
(5) 依頼原稿の執筆（機関誌および理事会が承認した冊子に限る） 
(6) その他の理事会が承認した事業 
(7) その他の支部役員会で承認した事業 

（謝金の単価） 
第４条 謝金の単価は、別表６による金額を上限とする。ただし、謝金の設定については、

用務の実行委員にて決定する。 
（支給） 
第５条 用務の実施責任者は、事前に会計担当に支給を依頼し、業務の実施を確認の上、業

務実施者に対して謝金の支給を執行する。 
第６条 謝金の領収書には、但し書きへ支給内容および源泉徴収額を明記することとする。 
（その他） 
第７条 他の団体と共催で行う用務において謝金を支給する場合は、本規程に準拠し、双方

の協議による。 
第８条 本規程に拠り難い場合には、理事会で決定する。 
（改廃） 
第９条 この細則の改廃は、理事会の議決による。 
 
附 則 
１ この細則は令和２年２月１５日より施行する。 
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別表６ 
区分 単位 単価(上限)* 備考 
講演 1 回 20,000 円 著名人、著名な賞の受賞

者等は別途に扱う。 
 

講義・実技指導 1 回 20,000 円 
原稿執筆(日本語) 400 字 1,000 円 
原稿執筆(英語) 300 語 1,500 円 

*：源泉徴収額は含まない。 
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11 名誉会員に関する細則 

（趣旨） 
第１条 この細則は、一般社団法人日本実験動物技術者協会（以下、「本協会」という。）定

款第５８条に基づき、本協会の名誉会員に関し、必要な事項を定める 
（資格） 
第２条 理事長は、次の各号いずれかに該当する個人会員の中から名誉会員となることに

承諾する者を名誉会員として、理事会の議を経て社員総会に発議することができ

る。 
（1）発議年度の４月１日現在において年齢満６５歳以上である者 

   （2）実験動物技術の発展に極めて顕著な功績があった者 
   （3）本協会の理事・監事として、功績があった者 
（取扱） 
第３条 名誉会員の会費は、免除する。 
（手続き） 
第４条 理事長は、全国総会または適当な機会において新たに名誉会員になった者に名誉

会員記を贈呈し、その氏名等を公表する。 
（改廃） 
第５条 この細則の改廃は、理事会の議決による。 
（雑則） 
第６条 この細則に定めるもののほか、名誉会員に関し必要な事項は、別に定める。 
 
附 則 
１ この細則は平成３０年１０月７日より施行する。 
２ この規程の施行時に日本実験動物技術者協会規約及び日本実験動物技術者協会運営規

程に基づき名誉会員であった者は、この細則の規定にかかわらず、引き続き名誉会員に

なるものとする。 
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12 顧問に関する細則 

（趣旨） 
第１条 この細則は、一般社団法人日本実験動物技術者協会（以下、「本協会」という。）定

款（以下、「定款」という。）第５８条に基づき、本協会の顧問に関し、必要な事項

を定める。 
（職務） 
第２条 顧問は、理事長の求めに応じ理事会並びに評議委員会に出席し、助言を与えるもの

とする。 
（推薦） 
第３条 理事長は、定款第５８条第３項に定める要件を満たしている者で顧問になること

を承諾する個人会員を本協会の顧問として、理事会の議を経て社員総会に発議す

ることができる。 
（取扱） 
第４条 顧問は、会費を免除する。 

２ 顧問は、個人会員として取り扱う。 
（任期） 
第５条 顧問の任期は特に定めない。 
（手続き） 
第６条 理事長は、全国総会または適当な機会において新たに顧問になった者の氏名等を

公表する。 
（改廃） 
第７条 この細則の改廃は、理事会の議決による。 
（雑則） 
第８条 この細則に定めるもののほか、顧問に関し必要な事項は、別に定める。 
 
附 則 
１ この細則は平成３０年１０月７日より施行する。 
２ この規程の施行時に廃止された日本実験動物技術者協会規約及び日本実験動物技術者

協会運営規程に基づき普通顧問であった者は、この細則の規定にかかわらず、顧問にな

るものとする。 
３ 日本実験動物技術者協会規約第３８条第３項及び日本実験動物技術者協会運営規程第

５３条、第５５条に基づく特別顧問は廃止する。 
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13 研究奨励賞選考細則 

（趣旨） 
第１条 この規程は，一般社団法人日本実験動物技術者協会表彰規程第４条に基づき，研究

奨励賞の選考に関し，必要な事項を定める。 
（選考委員会） 
第２条 理事会は、研究奨励賞を選考するために編集部長を長とする研究奨励賞選考委員

会（以下、「選考委員会」という。）を組織する。 
２ 委員長は、必要に応じ、選考委員会を招集することができる。 
３ 選考委員会は、事業年度開始毎に活動を開始し、選考結果の理事会への報告をもっ

て当該事業年度の活動を終了する。 
（委員） 
第３条 選考委員会の委員の員数は、編集部員及び個人会員並びに個人会員以外の学識経

験者の中から委員長を含めた若干名とし、特に任期は定めない。 
  ２ 編集部員は委員を併任する。 

３ 委員長は、毎事業年度開始時に専門性や地域性、実験動物技術者としての職務経験

のバランスを考慮に委員を選定することとする。 
４ 理事長は、委員長が選定した個人会員を、理事会の議を経て委員として委嘱する。 
５ 理事長は、選考している期間中に委員の欠員が生じた場合に、補充の委員を理事会

の議を経ずに委嘱できる。 
６ 委員長は、委員を交代させる場合、少なくとも３分の１以上の委員を留任させ、選

考委員会の継続性を確保するように努めること。 
７ 委員には、委員の３分の１を超えない範囲で個人会員以外の学識経験者を加える

ことができる。 
（副委員長） 
第４条 委員長は、選考委員会に関する職務を補佐させるために委員の中から１名を副委

員長に指名することができる。 
（選考） 
第５条 選考委員会は、研究奨励賞として推薦された原著論文あるいは短報から研究奨励

賞の目的を勘案し、実験動物技術への新規性・独創性・発展性の観点から選考する

ものとする。 
  ２ 選考された論文は複数も可とする。 

３ 選考委員会は、その他研究奨励賞の選考に必要な基準を定めることができる。 
（推薦の手順） 
第６条 研究奨励賞は、公募にて推薦を依頼し、この推薦を基に選考委員会で選考する。 
  ２ 前項において推薦された論文が無い場合は、選考委員会は自ら論文を推薦し選考



44 
 

することができる。 
３ 公募による推薦は以下の手順による。 
（１）推薦の公示は、表彰予定の事業年度の前年度に最初に発行される機関誌または本

協会のホームページで行う。 
（２）推薦は、自薦他薦を問わない。 
（３）他薦の場合には、推薦者は個人会員に限る。 
（４）推薦者が推薦できる論文の推薦数は、自薦他薦を問わず、一事業年度毎に一編と

し、複数推薦した場合にはいずれの推薦も無効として取り扱う。 
（５）推薦者は応募趣意書の書式を事務局へ提出する。 
（６）事務局は期限までに提出された応募趣意書を選考委員会に送付する。 
（７）選考委員会は応募趣意書または自ら推薦した論文の中から研究奨励賞を選考し、

その結果を理事会に報告して活動を終了する。 
 
（利益相反） 
第７条 選考委員会の委員が次のいずれかに該当する場合には、選考に加わることができ

ない。 
（１）選考対象となった原著論文及び短報の著者である場合 
（２）審議の公平さに疑念を生じさせる利害関係・利益相反があると委員長が判断した

場合 
（報告） 
第８条 委員長は、選考結果を理事会に報告する場合には、選出趣意書を添付することとす

る。 
（改廃） 
第９条 この細則の改廃は、理事会の議決による。 
 
附 則 
１ この細則は平成３０年１０月７日より施行する。 
２ この細則は令和２年２月１５日一部改正 
３ 研究奨励賞の推薦に関する申し合わせを廃止し、令和４年４月１９日に一部改正する。 
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14 実験動物福祉奨励賞選考細則 

（趣旨） 
第１条 この規程は、一般社団法人日本実験動物技術者協会表彰規程第４条に基づき、実験

動物福祉奨励賞（以下、「福祉奨励賞」という。）の選考に関し、必要な事項を定め

る。 
（選考委員会） 
第２条 理事会は、福祉奨励賞を選考するために、実験動物福祉部長を委員長とする福祉奨

励賞選考委員会（以下「選考委員会」という。）を組織する。 
２ 委員長は、必要に応じ、選考委員会を招集することができる。 
３ 選考委員会は、事業年度開始時に活動を開始し、選考結果の理事会への報告をもっ

て当該事業年度の活動を終了する。 
（委員） 
第３条 選考委員会の委員の員数は、実験動物福祉部員及び個人会員の中から委員長を含

めた若干名と し、特に任期は定めない。 
  ２ 実験動物福祉部員は委員を併任する。 

３ 委員長は、毎事業年度開始時に専門性や地域性、経験のバランスを考慮に委員を選

定することとする。 
４ 理事長は、委員長が選定した個人会員を、理事会の議を経て委員として委嘱する。 
５ 理事長は、選考している期間中に委員の欠員が生じた場合に、補充の委員を理事会

の議を経ずに委嘱できる。 
６ 委員を交代させる場合、少なくとも３分の１以上の委員を留任させ、選考委員会の

継続性を確保するように努めること。 
（副委員長） 
第４条 委員長は、選考委員会に関する職務を補佐させるために委員の中から１名を副委

員長に指名することができる。 
（選考の基準） 
第５条 委員は、福祉奨励賞の目的を勘案し、実験動物福祉分野における開発性・新規性・

独創性・発展性の観点から以下に基づき本賞を選出する。 
  （１）実験動物福祉の導入により科学的データの結果が大きく改善された研究 
  （２）精度の高い実験研究に実験動物福祉が大きく寄与する研究 
  （３）再現性の高い実験研究に実験動物福祉が大きく寄与する研究 
  （４）実験動物福祉に貢献する新たな開発技術に関する研究 
  （５）実験動物福祉分野およびその関連技術において優れた調査や実践に関する研究 

２ 選考委員会は、その他福祉奨励賞の選考に必要な基準を定めることができる。 
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（選考の手順） 
第６条 福祉奨励賞は、全国大会において発表された全ての一般演題の中から前条の目的

に最も適した演題 1 題を選考し、翌年の全国総会で表彰する。 
２ 選考は以下の手順による。 

 （１）委員は、講演要旨集の中から最も優れた発表を各 1 題選出する。 
（２）各委員より選出された演題のうち最多投票の演題 1 題を選考委員会における選

考演題とする。 
（３）投票が同数の場合は、選考委員長の判断により選考演題を決定する。 
（４）選考は全国大会の終了後に取り掛かり、選考委員長は当年 12 月までに選考理由

とともに理事会へ報告する。 
（５）理事会は選考委員会から報告された演題 1 題に対し、特に疑義が無ければ表彰

を決定する。 
（６）本部事務局は選考演題の筆頭演者に対し本賞の表彰が決定したことを通知し、授

賞式（総会）への参加の依頼を郵送または電子媒体により通知する。 
（７）本部事務局は表彰状の印刷を手配し、副賞については大会主管支部に選定を依頼

する。 
（８）表彰状と副賞にかかる費用は本部の負担とする。 
（９）表彰式では選考委員長が選考理由を述べ、理事長が授与する。 

 
（利益相反） 
第７条 選考委員会の委員が次のいずれかに該当する場合には、選考に加わることができ

ない。 
（１）選考対象となった講演の筆頭演者及び共同演者である場合 
（２）審議の公平さに疑念を生じさせる利害関係・利益相反があると委員長が判断した

場合 
（報告） 
第８条 委員長は、選考結果を理事会に報告することとする。 
（改廃） 
第９条 この細則の改廃は、理事会の議決による。 
 
附 則 
１ この細則は平成３０年１０月７日より施行する。 
２ 令和４年４月１９日に一部改正する。 
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20 福祉憲章 

 

 私たちは、実験動物を尊び、慈しみ、実験動物に感謝します。 

 

 私たちは、生命科学の発展の為に動物実験が不可欠であるとの認識に立ち、法令に則

って実験動物に接します。 

 

 私たちは、実験動物に関する知識を深め、習性を理解して実験動物に接します。 

 

 私たちは、科学的知識を深め、実験技術を高めて、実験動物の苦痛を最小限にし，虐

待に通じる行為を戒めます。 

 

 私たちは、実験動物学を通して、人々の健康増進に寄与し、幸せで豊かな社会の発展

に尽力します。 

 

 

 


